
 

 

 

 

【スマートフォン・タブレット用】 

e-Taxソフト（WEB版） 

によるダイレクト分割納付の方法 

（納税者用・簡易版） 
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○ e-Taxに関する操作については、e-Taxホームページに掲載されているマニュアル

（https://www.e-tax.nta.go.jp/manual/index.htm）を参照いただくか、e-Tax・作成

コーナーヘルプデスク（ナビダイヤル：0570-01-5901）へご連絡ください。 

〇 こちらのマニュアルは簡易版です。 

入力が不明な場合には、詳細版（https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0022004-

142_01.pdf）をご覧ください。 
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ダイレクト納付による分割納付とは… 

事前に税務署に届出をしておけば、e-Taxに登録をした預貯金口座からの引き落としに

より、即時又は指定した期日に納付することができる便利な電子納税の手段です。 

通常のダイレクト納付では、納付の都度、預貯金口座からの引き落としを指定する必要

がありますが、「ダイレクト納付による分割納付」では、一度の登録で約 12 か月後の日

付まで納付予定日を指定することができます。 

ただし、登録できる国税は、原則、納期限を経過したもので、事前に所轄の税務署又は

国税局の徴収担当職員と納付相談を行っていただいた上で、納付計画を立てている必要が

あります。 

※ 納期限から完納の日までの期間に応じて延滞税が加算されます。 

 

 

 

 

ダイレクト納付による分割納付の流れ 

 
一般的な流れ 

掲 載 

ページ 

前 提 ・ダイレクト納付が利用可能である － 

納付相談 
・所轄の税務署（徴収担当）職員と納付相談を実施し、納

付計画を策定 
３ 

納
付
計
画
の
新
規
登
録 

納付先 

の指定 
・納付先（提出先）の税務署の指定 ６ 

滞納国税 

の入力 

① 納付する滞納国税の登録 ７ 

② 滞納国税を納付する順番の指定 11 

納付計画 

の入力 
・分割納付計画の登録 12 

確認 

登録 

① 入力内容の確認・登録 14 

② 分割納付計画情報の登録完了 18 

お知らせ通知 

の確認 

① メッセージボックスの確認 19 

② メールアドレスへのお知らせ 23 
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【重要】所轄の税務署（徴収担当）職員と納付相談を実施 

国税を納期限までに一括で納付することが困難な場合は、事前に、所轄の税務署又は国

税局の徴収担当職員と納付相談を実施し、納付計画を立ててください。 

※ 従前から国税局の徴収担当職員と納付相談等を行っている場合は、直接、国税局へご

連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

注意 

・ 本税には、納期限から完納の日までの期間に応じて延滞税が加算されます。 

・ なお、ダイレクト分割納付の計画について、徴収担当職員との納付相談を経

ずに納付計画を登録された場合は、滞納処分（財産の差押え、公売等）を行う

ことがありますのでご注意ください。 
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納付先（提出先）の税務署の指定 

 

No. 画  面 手 順 

１ 

 

ログイン後、「申請・納付手

続を行う」をタップします。 
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No. 画  面 手 順 

２ 

 

「ダイレクト納付を利用し

た分割納付計画の登録」を

タップします。 

 

３ 

 

・事前に納付相談を行っている

場合は「はい」をタップします。 

 

・納付相談を行っていない場合

は「いいえ」をタップします。 

 

※必ず、所轄の税務署又は国税

局の徴収担当職員と納付相談を

実施し、納付計画を立てた上で

ご利用ください。 
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No. 画  面 手 順 

４ 

 

「新しく分割納付計画を立

てる」をタップします。 

５ 

 

①納付計画の提出先（納付先）

の税務署（国税局の徴収担

当職員と納付相談等を行っ

ている場合は、国税局）を選

択します。 

 

②「次へ」をタップします。 

 

  

① 

② 
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《滞納国税の入力》①納付する滞納国税の登録 

 

No. 画  面 手 順 

６ 

 

「納付する国税の追加」を

タップします。 
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No. 画  面 手 順 

７ 

 

登録する国税を入力しま

す。 

※入力する内容が不明な場合は、

所轄の税務署又は国税局の徴収

担当職員にご連絡ください。 

 

①「税目」、 

②「課税期間（自）（至）」、 

③「申告区分」を選択します。 

 

④「納期限」が自動表示されま

す（訂正入力も可能）。 

 

 

 

 

カレンダー 

① 

② 

③ 

④ 
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No. 画  面 手 順 

７

の

続

き 

 

⑤「本税」「加算税」「加算税区

分」「重加算税」「延滞税」「利

子税」に金額等を入力しま

す。 

 

⑥自動表示された合計が正し

いことを確認した後に、「Ｏ

Ｋ」をタップします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント 

・④納期限の自動表示ができない主な税目等は次のとおりです。 

→税目が「源泉所得税」「源泉所得税及復興特別所得税」 

→申告区分が「修正申告」「期限後申告」 

上記税目及び申告区分は、④納期限に正しい日付が自動表示されないため、適宜、訂

正してください。 

・自動表示された④納期限は、休日補正（納期限が休日だった場合は自動で翌営業日が

設定）されます。 

⑤ 

⑥ 
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No. 画  面 手 順 

８ 

 

① ７で入力した国税が表

示されます。 

 

② ２つ目の国税を入力する

場合は、「納付する国税の

追加」をタップして入力し

ます。 

 

 

 

 

  

① 

② 
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《滞納国税の入力》②滞納国税を納付する順番の指定 

 

No. 画  面 手 順 

９ 

 

【本税優先】 

登録した国税を本税優先で

納付する場合は、入力内容

が正しいことを確認し、「次

へ」をタップします。 
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《納付計画の入力》分割納付計画の登録 

 

No. 画  面 手 順 

10 

 

①「初回納付年月日」、 

②「初回納付金額」、 

③「分割納付回数」を選択しま

す。 

 

④入力内容を確認し、「設定」

をタップします。 

① 

② 

③ 

④ 
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No. 画  面 手 順 

11 

 

 

 

No.10 で設定した分割納付

回数分の納付計画が自動表

示されます。 

訂正が必要な場合は、訂正

する納付予定をタップし

て、訂正入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

12  

 

 

①引き落としを行う預貯金

口座を設定し、②「次へ」を

タップします。 

 

 

 

 

 

  

② 

① 

① 

② 
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《確認登録》①入力内容の確認・登録 

 

No. 画  面 手 順 

13  

 

入力した提出先税務署等に

誤りがないかを確認しま

す。 
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No. 画  面 手 順 

13  

の

続

き 

 

入力した滞納税金に誤り

がないかを確認します。 
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No. 画  面 手 順 

13  

の

続

き 

 

 

 

入力した納付計画に誤りが

ないかを確認します。 
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No. 画  面 手 順 

13  

の

続

き 

 

「分割納付計画情報の登

録」をタップします。 

14  

 

登録する場合は「はい」を、

訂正する場合は「いいえ」を

タップします。 
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《確認登録》②分割納付計画情報の登録完了 

 

No. 画  面 手 順 

15  

 

分割納付計画情報の登録が

完了となります。 

※本税には、納期限から完納の日

までの期間に応じて延滞税が加

算されます。 

なお、事前に、徴収担当職員との

納付相談を行わずに納付計画を

登録した場合や、分割納付計画

が履行されない（ダイレクト分

割納付による引き落としが完了

していない）場合、滞納処分（財

産の差押え、公売等）を行うこと

がありますので、ご注意くださ

い。 
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《参考》納付予定日前にお知らせ通知が届きます！ 

メッセージボックスに届いたお知らせ通知の確認方法 

 

No. 画  面 手 順 

16  

 

 

 

ログイン後、「お知らせ・

受信通知」をタップしま

す。 

 

口座引き落としに関する

事前連絡等が、納付予定

日の３稼働日前に e-Tax

のメッセージボックスに

格納されます。 
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No. 画  面 手 順 

17  

 

 

 

  

各種お知らせが格納され

ていますので、詳細を確

認するメッセージをタッ

プします。 
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No. 画  面 手 順 

18  

 

【分割納付日の到来のお

知らせ】 

納付予定日の３稼働日前

に通知されます。 
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No. 画  面 手 順 

19  

 

【ダイレクト分割納付完

了通知】 

口座引き落としが完了し

た場合に通知されます。 
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メールアドレスへのお知らせ 

 

No. 画  面 手 順 

20 

 

納税用確認番号・メ

ールアドレスの登

録の手順において、

e-Tax にメールア

ドレスを登録して

おくと、メールアド

レス宛に、メッセー

ジボックスに情報

が格納された旨の

メールが送信され

ます。 

 


